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１．長期給付の掛金率の改定について 

 

地方公務員共済組合連合会の財政再計算に基づき，平成２２年９月から長期給付の掛

金率が以下のとおり改定されます。 

 

（１） 平成２２年９月から平成２３年８月までの掛金率   （単位：千分比） 

 現  行 平成２２年９月以降 

給  料 ９４．７１２５ ９６．９２５ ※1 

期末勤勉手当 ７５．７７ ７７．５４  ※2 

※1 94.7125（現行）＋3.54（引上げ保険料率）÷2（労使折半）×1.25（給料に諸手当を勘案した率） 
※2 75.77（現行）＋3.54（引上げ保険料率）÷2（労使折半） 

 

（２） 平成２２年９月からの長期掛金額の目安表 

〈毎月の本給〉 

 
現行掛金 

（94.7125/1000）
改定後掛金 

（96.925/1000） 
掛金の増加額 

２００，０００円 １８，９４２円 １９，３８５円 ４４３円

３００，０００円 ２８，４１３円 ２９，０７７円 ６６４円

４００，０００円 ３７，８８５円 ３８，７７０円 ８８５円

４９６，０００円 ４６，９７７円 ４８，０７４円 １，０９７円

※ 本給が 496,000 円以上の場合は，496,000 円とみなします。 
 

〈期末勤勉手当〉 

 
現行掛金 

（75.77/1000） 
改定後掛金 

（77.54/1000） 
掛金の増加額 

５００，０００円 ３７，８８５円 ３８，７７０円 ８８５円

８００，０００円 ６０，６１６円 ６２，０３２円 １，４１６円

１，０００，０００円 ７５，７７０円 ７７，５４０円 １，７７０円

１，５００，０００円 １１３，６５５円 １１６，３１０円 ２，６５５円

※ 期末勤勉手当が 1,500,000 円以上の場合は，1,500,000 円とみなします。 



（３） 平成２３年９月以降の掛金率（毎年９月に改定） 

（単位：千分比） 
  
 

掛金率 

平成 23 年 9 月～ ９９．１３７５ 

平成 24 年 9 月～ １０１．３５ 毎月の本給 

平成 25 年 9 月～  １０３．５６２５ 

平成 23 年 9 月～ ７９．３１ 

平成 24 年 9 月～ ８１．０８ 期末勤勉手当 

平成 25 年 9 月～ ８２．８５ 

 
 

２．育児休業手当金及び介護休業手当金の給付上限額の変更について 

 
雇用保険法に準じて，平成２２年８月から，育児休業手当金及び介護休業手当金の給付額（日額）

の上限が次のとおり変更されました。 
 

 平成２２年７月まで 平成２２年８月以降 

 育児休業手当金    ９，５３１円   ９，３０６円 

 介護休業手当金    ７，６２５円   ７，４４５円 

    ※毎年８月に見直しが行われます。 
 
 

３．パパ・ママ育休プラスについて 

 
両親ともに育児休業を取得する場合で，一定の要件を満たせば，子が 1歳 2か月に達する日まで

の休業期間のうち最大 1年間について，育児休業手当金が支給されます。（子が 1歳に達する日が平

成 22 年 6 月 30 日以降の方に適用）。 

○ パパ・ママ育休プラスに該当する場合は次の書類を提出してください。 

（１） 請求書 

「育児休業手当金請求書」及び「育児休業掛金免除申出書」 

（２） 添付書類 

・ 組合員の配偶者であることを確認できる書類（世帯全員の続柄記載がある住民票の写し等） 

・ 配偶者の育児休業取得を確認できる書類（育児休業取扱通知書の写し又は配偶者が育児休

業を取得したことに係る辞令の写し等） 
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